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清
代
小
説

に
お
け
る
公
案
と
武
侠

阿

部

泰

記

『
施
公
案
』

『
三
侠

五
義
』
な
ど
の
清
代
小
説
中
に
登
場
す
る
武
侠

の
特
色
に

つ
い
て
、
魯
迅
は
、

民
間
に
あ

つ
て
は
粗
暴

で
緑
林
の
気
風
が
あ
る
が
、
結
局
は
大
隷
卒
と
な

つ
て
使
役
さ
れ
奔
走
す
る
こ
と
を
光

栄
と
し
て
い
る
。

心
か
ら
臣
僕
と
な
る
こ
と
を
願

っ
て
い
な
け
れ
ば

で
き
な
い
こ
と
だ
。

と
述

べ
、
政
府
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
た

『
水
濡
伝
』

の
英
雄
と
区
別
し
て
い
る
。

確

か
に
、

『
施
公
案
』

で
は
施
仕
倫
が
部
下
と
し
て
採
用
し
た
武
侠
は
み
な
緑
林
出
身
者

で
あ
り
、
こ
う
し
た
強
盗
を
改
心
さ
せ
て

手
先
と
し

て
使
う
と
い
う
内
容
の
公
案
も
少
な
く
な
い
。

だ
が
清
代
小
説
の
中
に
は
、

『
水
潜
伝
』

の
よ
う
に
、
好
臣
が
政
権
を
握
る
政
府
に
対
し
て
反
乱
を
起

こ
す
こ
と
を
述

べ
た
作
品
も

あ
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る
英
雄
は
決
し
て
大
隷
卒
に
甘
ん
じ
て
は
い
な
い
。
ま
た

『
三
侠
五
義
』

の
義
侠
た
ち
に
は
、
緑
林
の
出
身
者

は
少

な
く
、
包
公
の
指
令
ど
お
り
に
動
く
こ
と
も
余
り
な
い
。

そ
れ
に
、
清
廉
な
官
を
主
人
公
と
す
る
公
案

の
場
合
、
そ
の
性
格
上
、
清
官
が
好
臣
と
戦

い
、
武
侠
が
清
官
の
護
衛
役
を
務
め
る
の

は
当

然
と
も
言
え
、

『
水
濤
伝
』

の
よ
う
に
、
清
官
が
主
人
公
た
り
得
な
い
小
説
と
は
、
武
侠

の
役
割
も
お
の
ず
と
異
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。
武
侠
が
公
案
に
登
場
す
る
の
は
清
代
小
説
の

一
特
徴
に
は
違
い
な
い
が
、

そ
れ
を
も

っ
て
た
だ
ち
に
清
代
武
挾
の
官

へ
の
屈
服
と
見

清
代
小
説
に
お
け
る
公
案
と
武
侠

(阿
部
)
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る
の
は
早
計
で
あ
る
。
本
論

で
は
、
い
ま
だ
正
確
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
清
代
の
侠
義
、
公
案
小
説
の
中

の
武
侠
に

つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

二

清
代

に
は
、
清
官
の
登
場
し
な
い
侠
義
小
説
も
あ
り
、
そ
れ
は
明
代
小
説
を
継
承
し
た
も

の
で
あ

つ
た
よ
う
だ
。

明
代
に
は

『
水
濤
伝
』
の
版
本
が
多
く
出
て
、
個
性
豊
か
な
英
雄
た
ち
の
描
写
を
読
者
は
楽
し
ん
だ
。
そ
し
て

『水
潜
伝
』
の
人
気

は
以
後
も
絶
え
る
こ
と
な
く
続
き
、
英
雄
を
描
く
作
品
も
ま
た
好
ま
れ
た
。
清
渓
道
人

(明
方
汝
浩
)
編
次

『禅
真
逸
史
』
四
十
回
も

そ
の
中

の

一
書
で
あ
る
。

こ

の
作
品
は
梁
武
帝
の
時
代
を
背
景
に
し
て
お
り
、
主
人
公
は
、
梁
武
帝
か
ら
妙
相
寺
副
主
持
に
封
ぜ
ら
れ
た
東
魏

の
僧
林
澹
然

で

あ
る
。
ま
ず
前
半
部
で
は
、
林
澹
然
が
、
姦
淫
の
戒
律
を
犯
し
た
主
持
鍾
守
浄
を
諌
め
て
、
逆
に
謀
反
の
企
て
あ
り
と
轟
言
さ
れ
、
諸

国
に
逃
亡
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
か
れ
を
救
う
の
が
、
以
前
か
れ
が
助
け
た
盗
賊
で
あ
る
。
盗
賊
苗
龍

・
韓
回
春

・

李
秀

は
か

つ
て
妙
相
寺
に
忍
び
込
ん
だ

(第
四
回
)。
苗
龍
は
飛
権
走
壁
の
能
を
発
揮
し
、

一
尺
余

の
鉄
釘
を
塀
に
打

ち
込
ん
で
、
そ
れ

に
足

を
掛
け
て
、
サ
ル
の
よ
う
に
塀
を
上

つ
て
ゆ
く

(こ
う
し
た
描
写
は
清
代
小
説
に
継
承
さ
れ
る
)。
三
盗
は
林
澹
然
に
と
り
お
さ
え
ら
れ

る
が
、
慈
悲
に
よ

つ
て
赦
さ
れ
、
改
心
を
決
意
す
る

(五
回
)
。

そ

の
後
、
李
秀
は
旅
店
を
経
営
し
て
、
逃
れ
て
き
た
林
澹
然
を
地
下
室
に
か
く
ま
う

(九
回
)。
ま
た
苗
龍
は
、
醇

志
義
と
と
も
に
、

定
遠

県
剣
山
弥
勒
寺
を
塞
と
す
る
山
賊
に
な

っ
て
お
り
、
林
澹
然
を
迎
え
て
兵
法
の
教
授
を
求
め
る

(十
一
回
)。

か
く
て
彼
ら
は
、
妙

相
寺

に
放
火
し
て
鍾
守
浄
を
殺
す
。
鍾
離
郡

の
書
吏
た
ち
は
、
彼
ら
を
評
価
し
て
、

「
財
を
奪

つ
て
も
人
を
あ
や
め
ず
、
貧
し
い
庶
民

に
は
生
活
費
を
援
助
し
て
い
る
。
」

「
細
民
が
富
豪
に
欺
か
れ

て
彼
ら
に
訴
え
る
と
、
そ
の
悪
覇
を
殺
し
て
冤
を
雪

い
で
や
る
。
」
と
称

え
る

(十
五
回
)。

次

に
後
半
部
は
、
侯
景
の
乱
を
背
景
に
述
べ
ら
れ
、
都
督
の
遺
子
杜
伏
威
が
主
人
公
と
な
る
。
彼
は
林
澹
然
か
ら
兵
法
と
変
化
の
術

を
教

わ
り
、
岐
陽
郡
に
祖
父
の
遺
骨
を
送

つ
た
際
に
は
、
脱
獄
し

て
、
収
賄
に
よ

っ
て
法
を
曲
げ
た
府
丞
呉
恢
や
、
権
勢
を
悪
用
し
て



叔
父
杜
応
元
を
自
殺
に
追
い
や

っ
た
参
將

の
子
桑
嘉
ら
を
斧

で
切
り
殺
し

(
二
十
五
回
)
、
官
軍
に
追
わ
れ
る
が
、

宜
川

で
山
賊
　

一

麟

の
塞
を
拠
点
に
し
て
戦

い
、
さ
ら
に
乱
世
の
雄
と
し
て
兵
力
を
蓄
え
、
延
州
府
等
の
地
を
攻
略
し
て
取
り
、
斉
朝

の
招
安
に
応
じ
る

(一二
十
六
回
)o

小

説
で
は
、
権
勢
に
よ

っ
て
法
を
曲
げ
る
好
臣
や
悪
覇
を
官

の
力
を
借
り
ず
に
殺
鐵
す
る
好
漢
に
対
し
て
称
讃
し
、

そ
れ
が
盗
賊
で

あ
れ
、
高
官
の
子
弟
で
あ
れ
、
差
別
を
つ
け
て
い
な
い
。
悪

の
横
行
す
る
世

の
中
と
い
う
前
提
が
あ

つ
て
、
好
漢

の
殺
鐵
行
為
は
是
認

さ
れ

て
い
る
。

作

中
、
清
官
が
登
場
す
る
箇
所
が
あ
る

(岐
陽
郡
太
守
諸
葛
敬
、
二
十
五
回
)。
し
か
し
作
者
は
、
太
守
の
父
の
忽
然

の
死
に
よ

つ
て
太

守
代

行
を
悪
府
丞
が
務
め
る
と
い
う
す
じ
を
設
定
し
て
、
清
官
を
退
去
さ
せ
、
好
漢
の
殺
鐵
行
為
を
誘
い
だ
し
て
い
る
。

*

そ
し
て
こ
の
種
の
好
漢
を
描
く
小
説
は
、
清
代
に
至

っ
て
も
な
お
作
り
続
け
ら
れ
る
。

ま

ず
最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
乾
隆
元
年

二

七
三
六
)
序
刊

の
姑
蘇
如
蓮
居
士
編
次

『
説
唐
演
義
全
伝
』
六
十

八
回
で
あ
ろ
う
。

本
書

は
そ
の
大
部
分
を
先
行
す
る
康
煕
刊
の
楮
人
穫
編

『
四
雪
草
堂
重
訂
通
俗
晴
唐
演
義
』

に
拠

っ
て
い
る
が
、
相

違
す
る
叙
述
も
少

な
く
な
い
。
書
名
の
と
お
り
演
義
で
は
あ
る
が
、
好
漢
の
描
写
に
重
点
を
置
く
。
晴
の
乱
世
と
い
う
時
代
設
定
で
あ
り
、
好
漢
に
は
、

お
上

に
従
わ
ぬ
無
法
者
が
多
い
。

二
十
八
回
、
好
漢
た
ち
が
瓦
山岡
塞
で
晴
に
反
旗
を
翻
す
に
至
る
ま

で
を
見
る
と
、

北
斉
斉
州
鎮
守
の

遺
児
秦
叔
宝
は
、
晴
唐
十
六
番
目
の
好
漢
と
称
さ
れ
、
逆
境
に
あ

つ
て
捕
吏
と
し
て
暮
ら
し
、
街
で
は
弱
い
者
の
味

方
で
あ
る
、
と
そ

の
任

侠
ぶ
り
が
記
さ
れ
、
実
際
に
唐
公
李
渕
を
巫日
王
の
刺
客
か
ら
守

っ
た
り

(三
回
)
、
民
女
を
強
奪
す
る
妊
臣
宇
文
述

の
子
を
殺
し

た
り

(十
三
回
)
す
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
。
ま
た
彼

の
名
を
慕
う
単
雄
信
は
、
晴
朝
十
八
番
目
の
好
漢

で
、
盗
賊

の
親
玉
。
旅
銀
に

窮
し

て
苦
し
む
叔
宝
を
救
う

(
五
、
六
回
)。
王
伯
当
は
、
武
状
元

・
文
榜
眼
に
及
第
し
た
人
物
だ
が
、
好
臣
が
政
権

を
握

っ
て
い
る
た

め
、
官
を
棄
て
天
下
を
流
浪
し
て
お
り

(五
回
)
、
少
華
山
の
山
賊
と
な
り

(+
回
)
、
秦
叔
宝
と
と
も
に
長
安

へ
上

り
、
大
暴
れ
す
る
。

観
主
魏
徴
は
吉
安
知
府

で
あ

っ
た
が
、
好
臣
が
政
権
を
握

っ
て
い
る
の
を
見

て
、
知
県
徐
茂
公
と
と
も
に
辞
職
し
て
遊
行
し
、
潴
州
東

岳
廟

に
住
ん
で
い
る

(五
回
)。
文
帝

の
遺
詔
を
草
さ
ず
殺
さ
れ
た
忠
臣
の
子
伍
雲
召
は
、
晴
朝
五
番
目
の
好
漢

で
、
復
讐

の
た
め
に
晴

兵
と
戦

つ
て
破
れ
、
知
り
合

つ
た
木
こ
り
崩
れ
の
太
行
山
の
山
賊

で
晴
朝
四
番
目
の
好
漢
雄
跨
海

(+
四
回
)
と
、

河
北
泥
羅
塞

の
山

清
代
小
説
に
お
け
る
公
案
と
武
侠

(阿
部
)
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賊

に
な

っ
て
い
る
族
弟
伍
天
賜

(十
七
回
)
と
と
も
に

一
旦
は
太
行
山
に
落
ち
着
く
が
、
後
に
河
北
寿
州
王
李
子
通

に
身
を
投
じ
る

(十
九
回
)。
私
塩
を
売
り
巡
捕
を
殺
し
て
捕
え
ら
れ
た
乱
暴
者
程
咬
金
は
、
た
き
ぎ
を
売

つ
て
母
と
暮
ら
し
て
い
た
が
、
長
葉
林
の
強

盗
尤
俊
達

に
巧
妙
に
騙
さ
れ

て
、
と
も
に
登
州
止罪
山
王
楊
林
の
軍
用
金
を
盗
む

(二
+
～
二
十
二
回
)。
好
漢
た
ち
は
、
秦
母
の
誕
生
日

祝

い
を
機
に
知
り
合
い
、
楊
林
に
追
わ
れ
て
瓦
山岡
塞
に
籠
城
し
、
程
咬
金
を
王
と
し
て
国
号
を
称
え
る

(二
十
三
～
二
十
八
回
)。

な
お
、

『
説
唐
』
の
こ
の
部
分
は
、
威
豊
十

一
年

二

八
六
こ

に

『
瓦
山岡
塞
演
義
全
伝
』

二
十
回
と
し
て
梁
朗

川
に
よ

つ
て
新
た

に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
*

次

に
や
や
後
れ

て
嘉
慶
三
年

二

七
九
八
)
刊

の
竹
漢
山
人
編

『
粉
粧
楼
全
伝
』

八
十
回
は
、
唐

の
乾
徳
年
間

(唐
に
こ
の
年
号
は

な
い
)
と
い
う
時
代
設
定
で
、
興
唐
功
臣
の
後
喬
の
話
と
し
て
お
り
、
や
は
り
講
史
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際

に
は
侠
義
小
説
、

才
子
佳
人
小
説
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
悪
丞
相
沈
謙
の
子
沈
廷
芳
の
猟
色
行
為
か
ら
物
語
は
始
ま
り
、
忠
臣
た
ち
が
山
東
省
登
州
府

の
鶏
爪
山
に
結
集
し
て
、
好
臣
た
ち
の
率

い
る
官
軍
と
戦
い
、
終
に
は
都
長
安
に
攻
め
上

っ
て
、
沈
謙
を
捕
え
て
処
刑
す
る
と
い
う
ス

ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

主

人
公
の

一
人

で
あ
る
玉
面
虎
羅
規
を
中
心
に
好
漢

の
描
写
を
見

て
み
る
と
、
彼
は
越
国
公
の
次
子
で
あ
り
、
沈
廷
芳
か
ら
祁
巧
雲

と
い
う
む
す
め
を
救

っ
た
た
め
沈
廷
芳
に
恨
ま
れ
、
さ
ら
に
沈
謙
が
子
に
同
情
し
て
、
越
国
公
羅
増
が
　
靱
に
投
降

し
た
と
天
子
に
講

言
し

た
た
め
、
謀
反
人
の
家
族
と
し
て
、
官
に
終
わ
れ
る
身
と
な
る
。
彼
は
逃
亡
の
途
中
、
郵
城
県
鵡
鳥
鎮
に
至
り
、
黄
金
印
と

い
う

悪
覇

が
、
沈
太
師
の
門
下
生
と
い
う
関
係
を
悪
用
し
て
、
大
道
芸
人
の
母
大
虫
孫
翠
餓
を
強
奪
し
よ
う
と
す
る
の
を
見

て
、
黄
の
毒
手

か
ら
守
る
。

こ
こ
で
作
者
は
羅
規

の
身
軽
さ
を
描
写
し
て
、
窓
を
開
け
て
ト
ン
と

一
飛
び
で
軒
に
上
り
雨
ど
い
の
陰

に
す
ば
や
く
隠
れ

た
と
述
べ
、
ま
た
そ
の
怪
力
を
描
写
し
て
、
千
斤
余
の
石
を
持
ち
上
げ
て
手
玉
に
と

つ
た
と
述

べ
て
い
る

(
二
+
二
回
)。

こ
の
後
、
羅

規
は
、
准
南
の
柏
文
連

の
家
に
着
い
た
と
き
、
柏
の
後
妻
侯
氏
の
甥
侯
登
に
よ

っ
て
官
に
送
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
侯
登
が
羅
規
の
許
婚

者
柏

玉
霜
に
横
恋
慕
し
て
企
て
た
陰
謀
で
あ

つ
た
。

こ
こ
で
鶏
爪
山
の
英
雄
た
ち
が
動
き
出
す
。
鶏
爪
山
に
は
斐
天
雄
ら
六
名
の
興
唐

功
臣

の
後
商
が
い
て
、
沈
謙
に
よ

つ
て
官
爵
を
奪
わ
れ
た
た
め
に
、

こ
こ
に
結
集
し
て
兵
馬
を
蓄
え
、
復
仇
を
考
え

て
い
た
の
で
あ
る
。

羅
規
と
知
り
あ

っ
た
胡
奎
は
、
こ
の
英
雄
た
ち
と
相
談
し
て
、
ま
ず
守
備

の
毛
真
卿
夫
妻
を
殺
し
て
そ
の
首
を
取
り
、
故
意
に
守
備
の

一%「



首
を
売
り
に
出
し
て
投
獄
さ
れ
、
獄
中
で
羅
規
に
会

っ
て
そ
の
負
傷
を
知
る
。
ま
た
孫
彪
は
、
守
備
夫
人
の
首
を
名
医
張
勇

の
薬
箕
に

置

い
て
官
に
捕
え
さ
せ
て
無
理
や
り
獄
中
に
誘

っ
て
、
羅
規
の
治
療
を
さ
せ
る
。
そ
し
て
処
刑
の
当
日
に
は
、
好
漢
た
ち
が
、
処
刑
場

に
乱
入
し

て
、
羅
規
を
救
出
す
る
。

作
者
は

『
水
濤
伝
』
を
意
識
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
構
成
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
作
中
に
は

『
水
濡
伝
』
を
模
倣
し
た
箇
所
が
散
見

す
る
。
第

二
十
九
回
、
鶏
爪
山
に
結
集
し
た
好
漢
た
ち
が
席
次
を
決
め
る
場
面
や
、
三
十
六
回
、
柏
玉
霜
が
瓜
州

で
猟
師
王
氏
三
兄
弟

の
荘
院
に
誤

つ
て
泊
ま
り
、
や

っ
と
逃
れ
た
か
と
思
う
と
乗

つ
た
船
の
船
頭
洪
恩
が
、
岸
辺
の
王
氏
兄
弟

に
向
か

つ
て
、
せ
っ
か
く
捕

え
た
衣
食
父
母

(獲
物
)
を
渡
せ
る
も

の
か
と
言
う
場
面
や
、

四
十
五
回
、
定
海
將
軍
の
子
で
好
色
漢

の
米
中
粒

の
陰
謀

に
よ

っ
て
、

李
定

が
機
密
文
書
の
あ
る
兵
機
房

へ
足
を
踏
み
入
れ
、
賊
と
し
て
捕
え
ら
れ
る
場
面
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

*

ま

た
嘉
慶

五
年
刊
の

『緑
牡
丹
全
伝
』

二

名

『
四
望
亭
全
伝
』
)
六
十
四
回
は
、
唐

の
則
天
武
后

の
と
き

の
こ
と

と
し
、
好
臣

の
子

王
倫

が
、
富
戸
任
正
千
の
妻
賀
氏
と
姦
通
し
た
こ
と
に
対
す
る
英
雄
た
ち
の
怒
り
と
、
秋
仁
傑
が
盧
陵
王
を
皇
太
子
と
し
て
迎
え
る
た

め
、

英
雄
た
ち
の
協
力
を
得
て
官
軍
と
戦
う

こ
と
を
テ
ー

マ
と
す
る
。

作

中
に
は
、
定
興
県
遊
撃
酪
龍

の
子
弘
助
と
下
僕

の
余
謙
と
い
う
武
雄
に
秀
で
た
人
物

の
外
、
旱
地
饗
馬

(陸
の
盗
賊
)
花
振
芳
と

江
河
水
官

(河
の
盗
賊
)
飽
賜
安
が
主
要
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。

花
振
芳
は
、
山
東
六
府
、
河
南
八
府
、
直
隷
八
府
を
勢
力
範
囲
と
す
る
盗
賊
で
、
妻
の
母
大
虫
巴
氏
と
そ
の
兄
弟

た
ち
も
武
芸
に
秀

で
て
お
り
、
む
す
め
碧
蓮
の
婿
選
び
の
た
め
に
サ
ー
カ
ス

一
座
を
装

っ
て
旅
を
し
て
い
る
し

(三
回
)
、
ま
た
飽
賜
安
も
、
む
す
め
の

許
婚
者
撲
天
鵬
が
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
る
の
を
見

て
、
彼
を
旅
に
出
し
て

一
人
前
に
し
よ
う
と
し
て
お
り

(二
十
二
回
)
、
盗
賊
た
ち
に

も
、

一
般
市
民
と
変
わ
ら
ぬ
家
庭
の
団
簗
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
盗
賊
た
ち
に
は
ま
た
忠
義
心
が
あ
り
、
飽
賜
安
は
、
任
正
千
の
冤
を

雪
い
だ
あ
と
、
英
雄
た
ち
に
向
か
っ
て
、

「
我
々
は
好
き
で
盗
賊
を
や
つ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
盧
陵
王
は
今
房
州
に
あ
り
、
好
臣

が
権

を
檀
ら
に
し
て
い
る
た
め
朝
廷
に
戻
れ
な
い
で
い
る
。
我

々
は
駕
を
守

っ
て
朝
廷
に
送
り
、
官
職
を
得
よ
う
で
は
な
い
か
。
江
湖

に
あ

つ
て
巨
万
の
富
を
有
し
た
と
こ
ろ
で
、
子
孫
は
強
盗
の
末
高
と
言
わ
れ
る
だ
け
だ
。」
と
、
好
臣
た
ち

の
政
府

と
戦
う
志
を
述
べ

る
。

清
代
小
説
に
お
け
る
公
案
と
武
侠

(阿
部
)
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な
お
、

こ
の
作
品

で
も
清
官
は
主
人
公
た
り
得
な
い
。
作
中
、
山
東
節
度
使
秋
仁
傑
が
羅
弘
助
ら
の
裁
判
を
担
当
す
る
く
だ
り
が
あ

る
が

(四
十
五
回
)
、
結
局
秋
仁
傑
は
裁
か
ず
、
任
正
千
が
賀
氏

の
兄
で
幕
間

の
賀
世
頼
の
心
臓
を
え
ぐ

っ
て
殺
し
、
英
雄
た
ち
は
不

義
密
通
の
王
倫
と
賀
氏
を
生
き
埋
め
に
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
本
小
説
で
は
、

『
粉
粧
楼
』
と
比
較
す
る
と
、
武
闘

の
場
面
が
さ
ら
に
多
く
、

三
十
六
～
四
十

一
回
に
は
好
臣
攣
守
礼
の
子
鐙

万
が
設
け
た
播
台

(演
武
台
)
の
上
で
の
好
漢
た
ち
の
競
技
が
活
写
さ
れ
る
。

忍
び
の
描
写
も
さ
ら
に
入
念
で
あ
り
、
十
三
回
に
は
、
花
振
芳
の
い
で
た
ち
が
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

換
了

一
身
夜
行
衣
、
穿
青
掛

・
青
揮

・
青
鮭

・
青
褥
包

・
青
裏
腿
、
両
口
利
刀
挿
入
裏
腿
裡
辺
、
將
蓮
花
筒

・
鶏
鳴
断
魂
香

・
火

悶
子

・
解
薬
等
物
倶
擶
在
懐
内
。
杁
培
索
甚
長
、
不
能
懐
掃
、
纏
在
腰
間
。
那
拭
培
索
、
有
数
丈
長
短
、
…
。

*

こ
の
外
、
光
緒
刊
の

『
聖
朝
鼎
盛
万
年
青
』
七
十
六
回
は
、

「
清
乾
隆
帝
が
微
服

で
江
南
を
巡
遊
す
る
心
を
起

こ
し
、
聖
旨
を
留
め

て
大
政
を
暫
く
大
学
士
陳
宏
謀

・
劉
塘
に
任
せ
て
去
る
。
帝
は
、
養
子
に
し
た
周
日
青
を
伴
い
高
天
賜
と
名
の

っ
て
旅
を
し
、
貧
官
劣

紳
に
遇
え
ば
、
自
ら
殺
す
か
密
旨
を
伝
え
て
殺
さ
せ
、
危
難
に
遭
え
ば
、
英
雄
か
神
霊
が
救
出
す
る
。」
と
い
う
内
容
の
、
皇
帝
を
侠

客
と
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
小
説
で
あ
る
。

そ

の
十

二
回
、
凶
悪
な
松
江
知
府
の
子
に
重
傷
を
負
わ
せ
た
帝
を
、
山
西
巡
撫
の
子
銚
誰
が
匿
い
、
道
憲
に
拘
禁

さ
れ
る
。

こ
の
と

き
水
陸
響
馬
頭
領
の
崔
子
相
は
、
飛
梁
走
壁
の
能
を
有
す
る
少
林
寺
門
徒

の
頭
領
施
良
方

・
金
標
を
従
え
て
府
署
に
忍
び
込
み
、
知
府

父
子
を
殺
し
、
銚
舞
と
帝
を
救
出
す
る
。
好
漢
た
ち
は
官
軍
に
包
囲
さ
れ
る
が
、
そ
こ
は
帝
が
詔
勅
を
草
し
て
、
事

な
き
を
得
る
。

*

ま
た

『
善
悪
図
全
伝
』
四
十
回
は
、
宋
徽
宗
の
時
世
、
健
康
漂
水
県
に
住
む
故
大
司
馬
の
子
李
雷
が
権
勢
を
悪
用
し
て
乱
行
を
重
ね
、

江
湖

の
英
雄
た
ち
の
怒
り
を
招
く
こ
と
か
ら
話
が
始
ま
り
、

つ
い
に
は
江
南
経
路
の
唐
端
が
、
程
春
実

・
高
奇
ら
英

雄
た
ち
の
助
勢
を

得
て
、
知
県
絨
漢
に
兵
馬
を
率
い
さ
せ
て
李
雷
を
捕
え
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
作
中
に
清
官
が
登
場
し
て
お
り
、

公
案
と
も
言
え
な

く
は

な
い
が
、
清
官

の
登
場
は
三
十
五
回
以
後

で
あ
り
、
主
要
部
分
で
は
、
李
雷
を
刺
殺
す
る
た
め
に
邸
内
に
潜
入
し
て
逆
に
捕
え
ら

れ
火
牢
で
焼
死
す
る
金
畢
山

(八
回
)
等
、
好
漢
と
好
臣
李
雷
と
の
戦

い
が
描
か
れ
て
い
る
。



以
上
の
よ
う
に
、
江
湖
の
好
漢
た
ち
が
政
治
の
乱
れ
た
世
に
あ

っ
て
活
躍
す
る
と
い
う
話
は
、
清
代
に
お
い
て
も
好
ま
れ

て
作
ら
れ

続
け
、
小
説
の
中

の
好
漢
た
ち
の
行
動
は
、
全
く
官

の
拘
束
を
受
け
る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

三

だ

が
、
清
代
に
は
、
清
官
を
主
人
公
と
す
る
公
案
に
も
武
侠
が
登
場
す
る
と
い
う
新
し
い
現
象
が
起

こ
る
。

『
施
公
案
』

『
龍
図
公

案
』

『
彰
公
案
』
等
が
そ
れ

で
あ
る
。

公
案
は
、
も
と
も
と
清
官
が
訴
状

・
証
拠
を
も
と
に
事
件
を
勘
案
す
る
内
容

の
も
の
で
あ
り
、
証
拠
を
捜
す
胃
吏

は
登
場
し
て
も
、

彼
等

の
存
在
が
ク

ロ
:
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か

っ
た
。

明
代
に
は
こ
う
し
た
短
篇
の
公
案
が
多
く
編
纂
さ
れ
、
清
官
が
、
城
陛
廟
に
詣

で
て
夢
に
啓
示
を
得
た
り
、
変
装

し
て
身
分
を
隠
し

て
偵
察
し
た
り
し
て
、
そ
の
才
智
を
搾

つ
て
事
件
を
解
決
す
る
さ
ま
が
描
か
れ
た
。
万
暦
年
間
に
は
、
明
の
干
謙
の

こ
と
を
述
べ
た
章

回
小
説

『
干
少
保
葦
忠
全
伝
』
四
十
回
が
、
孫
高
亮
に
よ

つ
て
著
わ
さ
れ
、
作
中
に
干
公
の
断
案
が
若
干
見
え
る
が
、
や
は
り
こ
の
よ

う
な
内
容
で
あ
る
。

な
お
、
成
化
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
説
唱
詞
話
の
中

の

一
連
の
包
公
説
話
に
お

い
て
は
、
包
公
が
自
ら
偵
察

に
赴
い
て
犯
人
に
捕
え
ら

れ
る
と
い
う
危
険
に
遭
う
場
面
が
あ
る
が
、
部
下
の
捕
吏

に
容
易
に
救
出
さ
れ
、
そ
の
時
点

で
犯
人
が
捕
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
武
侠

の
出
現
は
見
ら
れ
な
い
。

そ
し
て
、
清
代
に
お
い
て
も
な
お
こ
の
よ
う
な
公
案
は
書
き
続
け
ら
れ
る
。
嘉
慶
十
八
年
刊

『
海
公
大
紅
砲
全
伝
』
六
十
回
が
そ
れ

で
あ

る
。

こ
の
作
品
は
、
明
の
海
瑞
が
好
臣
厳
嵩
に
対
抗
す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
作
中
、
海
公
は
単
な
る
書
生

で
は
な
く
、
力
持

ち
で
あ

つ
て
、
応
試

の
途
中
、
盗
人
王
安

・
張
雄
を
捕
え
て
改
心
さ
せ
、
以
後
従
者
と
し
て
使

つ
て
お
り
、
侠
義
小
説
の
影
響
が
見
ら

れ
る
。
だ

が
事
件
の
解
決
に
当

っ
て
、
海
公
が
腕
力
を
行
使
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
従
者
が
海
公
を
助
け
て
武
芸
を
発
揮
さ
せ
る
わ
け

清
代
小
説
に
お
け
る
公
案
と
武
侠

(阿
部
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で
も
な
い
。
海
公
は
、
十
八
回
、
淳
安
県
令
の
と
き
に
は
、
貧
欲
な
巡
按
張
志
伯
の
鼻
を
あ
か
す
た
め
に
、
不
当
な
迎
送
の
労
役
を
求

め
る
旗
牌

(伝
達
官
)
に
罰
棒
を
加
え
、
張
の
面
前
で
や
お
ら
算
盤
を
取
り
出
し
、
張
の
収
賄
の
総
額
を
示
し

て
張
を
ひ
る
ま
せ
、
さ

ら
に
張
の
出
立
の
際
、
自
ら
河
に
入

っ
て
船
を
引
き
、
張
を
困
ら
せ
る
。
ま
た
三
十
七
回
、
歴
城
県
令
と
し
て
、
非
道
を
は
た
ら
く
土

豪
劉

東
雄
を
捕
え
る
際
に
は
、
占
師
に
扮
し
て
偵
察
し
、
逆
に
捕
え
ら
れ
て
水
牢
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
が
、
天
が
雷
を
落
し
た
た
め
、

脱
出
し
、
提
督

に
助
け
を
求
め

て
、
官
軍

の
力
で
土
豪
を
捕
え
る
。

こ

の
よ
う
に
、
事
件
は
す
べ
て
文
官
海
公
に
よ

つ
て
解
決
さ
れ
、
武
侠
の
活
躍
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

*

次

に
、

「施
公
案
」

の
最
初
の
版
本
で
あ
る
嘉
慶
三
年
刊

『
施
案
奇
聞
』
九
十
七
回
も
、
ま
た
従
来

の
こ
う
し
た
公
案
の
性
格
の
強

い
作

品
で
あ
る
が
、

「海
公
案
」
と
は
違

っ
て
、
改
心
を
勧
め
ら
れ

て
従
者
と
な

っ
た
緑
林

の
好
漢
が
、
緑
林
出
身

で
あ
る
こ
と
を
生

か
し

て
、
護
衛
と
し
て
よ
く
は
た
ら
く
。

『
施
案
奇
聞
』
は
、
清
康
煕
年
間

の
施
世
論

(小
説
で
は
仕
倫
)
を
主
人
公
に
し
た
公
案

で
あ
る
。
序
文
に
は
、
次

の
よ
う
に
、

本
朝
江
都
令
施
公
、
其
為
人
也
、
哨
直
剛
毅
、
不
筍
合
、
不
筍
取
。

一
切
故
人
親
党
有
干
謁
、
共
倶
正
色
謝
絶
之
。
江
都
為
之
語

日
、

「関
節

不
到
、
有
閻
羅
施
老
。」
蓋
以
其
行
比
宋
朝
包
公
也
。
…
故
特
採
其
実
事
数
十
條
、
表
而
書
之
。

と
、

施
公
を
北
宋

の
包
極
に
擬
し
、
ま
た
、

「
時
有
好
事
者
、
以
耳
目
所
観
記
、
即
其
歴
官
所
案
、
為
之
伝
其
顛
末
」
と
述
べ
る

『
海

剛
峯
先
生
居
官
公
案
伝
』
の
序
文

(明
万
暦
三
十
四
年
)
に
倣

っ
て
、
実
事
を
装

っ
て
い
る
。

万
暦
刊

『
百
家
公
案
』

↓
百
回
お
よ
び

『
居
官
公
案
』
七
十

一
回
が
、
基
本
的
に
は
独
立
し
た
短
篇
を
編
集
し
た
も

の
で
あ
る
の
に

対
し

て
、
本
小
説
は
、
複
数
事
件
を
同
時
進
行
さ
ぜ
て
叔
述
す
る
形
式
を
用
い
て
お
り
、
こ
れ
は
、

一
事
件
が
解
決

し
な
い
う
ち
に
他

の
事

件
が
発
生
す
る
と
い
う
現
実
を
反
映
さ
せ
た
新
し
い
試
み
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
別

の
事
件
が
何
の

関
連

も
持
た
ず
に

一
事
件
の
間
に
割
り
込
ん
で
来
た
り
、
事
件
が
提
示
さ
れ
て
か
ら
再
述
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
十
～

二
十
回
ほ
ど
隔

て

て
い
た
り
、
茄
子
泥
棒
な
ど
日
常
の
些
細
な
犯
罪
を
記
し
た
り
し
て
い
る
の
は
、
た
と
え
編
者
に
実
事
を
反
映
さ
せ
る
意
図
が
あ

っ
た

に
せ
よ
、
作
品

の
構
成
が
散
漫
で
あ
る
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

と

こ
ろ
で
、

こ
の
作
品
の
場
合
、
武
侠
は
す
ぐ
に
は
登
場
せ
ず
、
初
出

の

「九
黄

・
七
珠
案
」
に
導
か
れ

て
登
場
し

て
お
り
、
清
官
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が
主
、
武
侠
が
従

の
公
案

で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

「
九
黄

・
七
珠
案
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
内
容

で
あ
る
。

胡
秀
才
が
、
父
母
が
殺
さ
れ
死
体
に
首
な
し
と
訴
え
る
。
施
公
は
、
夢
に
九
羽
の
黄
雀
と
七
頭
の
小
猪
を
見
て
、
得
吏
に
九
黄
と

七
猪
を
捜
索
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
九
黄
は
飛
管
走
壁
の
能
を
持

つ
、
十
二
人
の
盗
賊
た
ち
と
交
際
す
る
悪
僧
、

七
珠
は
九
黄
と
姦

通
す
る
僧
尼

で
、
秀
才

の
父
母
は
尼
僧
の
関
係
を
知

つ
た
た
め
殺
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
施
公
は
、

一
計
を
案
じ
て
僧
尼
を
官

署
に
招
き
、
守
備
府
の
協
力
を
得
て
、
十
二
冠
と
も
ど
も
捕
え
る
。

こ
の
よ
う
に
犯
人
は
、
前
述

の

『
海
公
大
紅
抱
全
伝
』

の
よ
う
に
、
施
公
の
機
智
に
よ

つ
て
捕
え
ら
れ
る
。

だ
が
事
件
は
こ
こ
で
終
結
せ
ず
、
捕
え
ら
れ
た
十

二
冠
の
仲
間
が
登
場
す
る
。
そ
れ
が
黄
天
覇

で
あ
る
。
か
れ
は
、

二
十
九
回
、
夜

中
に
施
公
の
前
に
現
れ
、

「我
」
と
名
の
り
、
十

二
冠
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
殺
す
と
迫
る
。
し
か
し
逆
に
施
公
に
説
得
さ
れ
て
退
去
し
、

さ
ら

に
三
十
二
回
、
酒
楼
で
酔

つ
た
と
こ
ろ
を
捕
吏
に
と
ら
え
ら
れ
、
改
心
し
て
名
も
施
忠
と
改
め
、
施
公

の
事
件
偵
察
に
随
行
す
る

の
で
あ
る
。
筆
者
に
は
、
作
者
が
、
施
公
を
主
人
公
と
す
る
た
め
に
、
故
意
に
武
侠
の
面
目
を

つ
ぶ
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
黄

天
覇
は
、
三
十
七
回
、
悪
覇
関
升
の
住
む
関
家
塗
の
偵
察
に
随
行
し
た
際
、
知
県
と
看
破
さ
れ
て
関
升
に
捕
え
ら
れ

た
施
公
を
救
出
す

る
た
め
に
、
邸
内
に
潜
入
し
、
関
升
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
緑
林

の
仲
間
賀
天
保
の
助
力
を
借
り
た
り
、
六
十
三
～
六
十
七
回
、
処
刑
さ

れ
た
十

二
冠
の
恨
み
を
雪
こ
う
と
、
悪
虎
村
に
お
い
て
施
公
を
襲

つ
た
緑
林

の
仲
間
撲
天
離

・
武
天
軋
を
殺
し
、

そ
の
妻
た
ち
を
自
害

さ
せ
た
り
し
て
、
施
公
の
た
め
に
奔
走
す
る
。

だ

が
、

こ
の
作

品

で
は
、

施
公
は
改

心
し

た
盗
賊

の
起

用
を
潭

っ
て
お
り
、

そ

の
後
、

施
公
が
昇
進

し

て
上
京
す

る
と

(六
+
九
回
)
、
黄
天
覇
は
緑
林
に
戻
り
、
別
れ

の
際
に
施
公
に
向
か

っ
て
、

「
心
を
砕

い
て
ご
主
人
に
仕
え
ま
し

た
が
、
遂

に
お
心

を
動

か
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ご
主
人
が
天
覇
を
用
い
よ
う
と
な
さ
ら
な
い
の
は
、
投
降

の
道
を
塞

い
で
後
継
を
防
こ
う
と
い
う
お

つ
も

り
な

の
で
し
ょ
う
。
」
と
恨
み
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
黄
天
覇
は
こ
の
後
施
公

の
前
か
ら
姿
を
消
す
。
彼
が
再
び
姿
を
現
す
の
は
、

『
続
集
』
百
十
七
回
に
お
い
て
で
あ
る
。

な
お
、
八
十
二
回
に
は
、
黄
天
覇
に
代
わ

っ
て
盗
人
関
小
西
が
登
場
し
、
順
天
府
サ
施
公
の
従
者
と
な
る
。
彼
は
高
山
寺
に
忍
び
入

っ

て
、
悪
僧
に
殺
さ
れ
よ
う
と
す
る
八
旗
都
統
の
子
巴
州
布
を
救
出
し
た
こ
と
を
施
公
に
訴
え
、
施
公
は
官
兵
と
と
も

に
悪
僧
を
と
ら
え

る
。

清
代
小
説
に
お
け
る
公
案
と
武
侠

(阿
部
)
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『
施
案
奇
聞
』
で
は
、

こ
の
よ
う
に
武
侠

の
活
躍
を
極
力
抑
え
て
お
り
、
公
案

の
中
に
武
侠
が
参
加
権
を
得
た
最
初

の
段
階
を
表
わ

し
た
作
品
だ
と
言
え
よ
う
。

つ
い
で
な
が
ら
、
テ
キ
ス
ト
は
未
整
理
の
状
態
の
ま
ま
刊
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、

「獺
薇
鳴
冤
」

「
唖
巴
戚
冤
」

「
告
土
地
案
」

等

の
話
は
事
件
だ
け
先
に
提
示
さ
れ
て
、
そ
の
解
決
は
か
な
り
先
に
送
ら
れ
る
と
い
う
非
計
画
的
な
叔
事
が
行
わ
れ

た
り
、
回
目
と
内

容
が

一
致
し
な
か

つ
た
り
、

一
回
が

一
～

三
葉

(約
五
百
～
千
五
百
字
)と
短
く
、
文
章
に
の
び
が
な
か

っ
た
り
す
る
。
ま
た
全
九
十
七
回

で
は
あ
る
が
、
第
八
十
九
回
冒
頭
に
施
公
を
称
え
る
七
言
律
詩
を
置
き
、
事
件
も
新
た
に
こ
こ
か
ら
始
ま
る
の
に
対

し
、
九
十
七
回
は

「
鯉
魚
化
僧
案
」
の
途
中
で
あ
る
と
こ
ろ
に
も
、
テ
キ
ス
ト
刊
行
の
非
計
画
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

*

『
施
公
案
』
と
は
逆
に
、
武
侠

の
力
を
最
大
に
発
揮
さ
せ
た
公
案
が
、

『
龍
図
公
案
』

で
あ
る
。

『
龍
図
公
案
』
又
は

『
包
公
案
』
は
、
道
光
年
間
に
説
書
人
石
玉
毘
に
よ

っ
て
北
京
で
語
ら
れ
た
。
今
、

「
石
韻
全
本
」
と
呼
ば
れ

る

そ

の
流
派
の
テ
キ
ス
ト
の
抄
本
が
伝
わ

っ
て
お
り
、
そ
の

「
南
清
官
慶
寿
」
に
、
石
玉
箆
が
語
り
手
と
同
時
の
人

で
あ
る
こ
と
を
、

次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

時
字
是
了
不
得
的
。
就
掌
玉
箆
石
三
爺
他
説
罷
。
急
麿
就
該
説
不
過
他
、
他
如
今
是
不
出
来
例
。
他
到
那
個
書
館
児
、

一
天
止
説

三
回
書
、
就
串
好
了
幾
中
吊
銭
、
如
今
名
動
九
城
、
誰
不
知
道
石
三
爺
呪
。
我
如
今
説
書

一
天
縷
不
過

一
両
吊
銭
、
這
盆
到
那
児

去
例
。

こ
の
い
わ
ゆ
る

「
石
派
書
」
は
韻
文
と
散
文
の
混
濡
体

で
あ
る
が
、
韻
散
混
瀟
体
の
原
本
を
散
文
だ
け
の
小
説
に
整
理
し
な
お
し
た

も

の
が

『
龍
図
耳
録
』
百
二
十
回
で
あ
る
。

石
派
書
と

『
龍
図
耳
録
』
を
比
較
す
る
と
、
処
々
に
大
小

の
相
違
点
を
発
見
す
る
。
そ
の
中
、
大
き
な
相
違
を
二
三
挙
げ
る
と
、
次

の
ご
と
く
で
あ
る
。

一
、

石
韻

全

本

「
小

包
村

」

で
は
、

春

試

に

上
京

す

る
包

公

は
、

方
懐

集

で

一
道
人

が

武

生

に
会

う

の
を

見

る
。

(話
者
が
こ
こ
で
、
道
人
は
悪
僧
が
金
龍
寺
を
占
拠
し
た
た
め
自
害
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
武
生
に
助
け
ら
れ
た
、
と
説
明
す
る
。)
道
人
は
武
生
か
ら

銀
子
を
受
取

つ
て
去
る
。
包
公
は
こ
の
後
、
金
龍
寺
に
泊
ま
る
が
、
悪
僧
た
ち
が
女
と
酒
を
飲
ん
で
い
る
の
を
従
者

包
興
が
見
た
た
め
、
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主
従

は
捕
え
ら
れ
、
武
生
に
救
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

『
龍
図
耳
録
』

三
回
で
は
、

「
方
懐
集
」
が

「
あ
る
鎮
」
、

「
悪
僧
た
ち

が
女

と
酒
を
飲
ん
で
い
る
」
が

「
女
が
い
る
」
で
あ
る
外
、
読
者

へ
の
説
明
を
末
尾
に
置
き
、
事
件
の
真
相
を
最
後
ま

で
読
者
に
伏
せ

て
い
る
。

二
、

「小
包
村
」
で
は
、
集
賢
村
の
李
文
業
の
む
す
め
に
と
り
つ
い
た
妖
怪
を
は
ら
う
法
師
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
包
興
が
知

っ
て
、

一
方
的
に
李
家
の
執
事
に
包
公
を
推
薦
し
、
包
公
も
し
ぶ
し
ぶ
従
う
と
す
る
が
、

『龍
図
耳
録
』

で
は
、
包
興
が
あ
ら
か
じ
め
李
家
の

執
事

に
、
包
公
は
妖
怪
を
捉
え
ら
れ
な
い
と
言
う
で
あ
ろ
う
が
そ
れ
は
う
そ
な
の
で
、
し

つ
か
り
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
吹
き

込
む

と
し
、
こ
こ
に
次
の
よ
う
な
滑
稽
な
場
面
を
設
定
し
て
、

ス
ト
ー
リ
ー
を
盛
り
上
げ
て
い
る
。

包
公
道
、

「
管
家
休
聴
我
那
小
価
之
言
.
我
是
不
会
捉
妖
的
。」
包
興

一
傍
挿
言
道
、

「
祢
聴
見
了
、
説
出

『
不
会
』
来
了
。
快

磧
頭
罷
。」
…
包
興
又
道
、

「
相
公
、
休
看
。
他

一
片
至
誠
、
怪
可
憐
的
。
没
奈
何
。
相
公
、
慈
悲
慈
悲
罷
。

那
不
是
功
徳
呪
。
」

包
公
聞
聴
、
只
気
得
面
紅
過
耳
。

三
、

「
小
包
村
」

に
は
、

「
後
来
包
山
只
有
三
個
子
。
長
子
包
世
恩
、
次
子
包
世
顕
、

三
子
包
世
栄
。
下
文
書
、
包
文
公
開
封
府
鋤

姪
、

因
包
世
栄
所
起
。
」
と
述

べ
、
後

に
包
公
が
甥
を
処
刑
す
る
こ
と
を
預
め
明
ら
か
に
し

て
い
る
が
、

『
龍
図
耳
録
』
四
十
六
回
以

後

で
は
、

こ
れ
を
に
せ
公
子
の
犯
行
と
し
て
包
家
の
品
格
を
損
な
う
こ
と
を
回
避
し
て
い
る
。

よ

っ
て
、
石
派
書
が
石
玉
毘

の
原
本
と
近

い
も
の
と
想
定
す
る
と
、

『龍
図
耳
録
』
は
石
玉
箆
の
原
本
に
か
な
り
改
訂
を
加
え
て
、

知
的

で
上
品
な
作
品
に
仕
上
げ

て
い
る
と
言
え
る
。

な
お
、
こ
の

『
龍
図
耳
録
』

の
後

に
出
た
最
初
の
版
本
が

『
忠
烈
侠
義
伝
』

二

名

『
三
侠
五
義
』)
で
あ
る
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、

粗
略
な
部
分
も
散
見
し
、
必
ず
し
も
良
い
テ
キ
ス
ト
と
は
言
え
な
い
。

と

こ
ろ
で
こ
の
作
品
に
お
け
る
主
人
公
に
つ
い
て
考
え
る
と
、

『
龍
図
耳
録
』

の
序
文

で
は
、

「所
有
伝
中
三
侠

五
義
許
多
豪
傑
、

非
包
公
特
識
薦
抜
、
却
也
不
能
顕
達
、
就
是
包
公
忠
肝
義
胆
赤
心
為
国
、
若
非
衆
英
雄
端
力
輔
助
、
也
是
辮
理
不
来

的
。」
と
い
っ
て
、

包
公
と
と
も
に
武
侠
た
ち
の
役
割
を
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
、

『
忠
烈
侠
義
伝
』
序
文

で
は
、

「極
讃
忠
烈
之
臣
、
侠
義
之
士
。

且
其
中
烈
婦
烈
女
義
僕
義
環
以
及
吏
役
平
民
僧
俗
人
等
不
可
枚
挙
、
故
取
伝
名
日
忠
烈
侠
義

四
字
。
」
と
い
っ
て
、

さ
ら
に
広
範
囲
の

侠
義

に
対
し
て
讃
美
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
す
で
に
清
官
包
丞

↓
人
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
ま
た
作
品

の
構
成
を
見
て
も
、

清
代
小
説
に
お
け
る
公
案
と
武
侠

(阿
部
)
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一
～
十
九
回
は
、

「抱
粧
盒
」

「包
待
制
出
身
」

「断
烏
盆
」

「
陳
州
羅
米
」

「仁
宗
認
母
」
等

の
故
事
を
中
心
に
編
集
し
た
話
で
あ

る
が
、

二
十
～
五
十
六
回
は
、
包
丞
故
事
を
離
れ
て
、
南
挾
と
白
玉
堂

の
二
侠
客
を
中
心
と
す
る
話
に
な
り
、

五
十

七
回
以
後
は
、
総

管
馬
朝
賢
の
甥
馬
強
の
専
横
と
裏
陽
王
の
謀
反
を
め
ぐ

っ
て
、
北
侠
、
文
虎
、
白
玉
堂
、
蒋
平
ら
が
活
躍
す
る
話
に
発
展
し
て
お
り
、

清
官
包
公
は
、
官
署
か
ら
離
れ
ず
、
偵
察
等
の
重
大
な
役
割
を
す
べ
て
武
侠
た
ち
に
委
任
し
て
、
次
第
に
主
人
公
の
地
位
を
退

い
て
い
つ

て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

更

に
、
具
体
的
に
武
侠
の
描
写
を
包
公
の
描
写
と
比
較
し
て
み
る
と
、
三
回
に
登
場
す
る
武
生

(武
官
試
験
の
受
験
候
補
生
)
展
昭
は
、

石
韻

「
小
包
村
」

で
は
亡
父
が
刺
史
で
あ
る
と
し
、
秀
才
包
公
と
意
気
投
合
し
て
別
れ
た
後
、
金
龍
寺
を
偵
察
し
、
捕
え
ら
れ
た
包
公

と
包
興
を
救
出
す
る
。
彼
は
百
宝
嚢
か
ら
如
意
綴
を
さ
ぐ
り
出
し
て
、
包
公

の
腰
に
繋
ぎ
、

一
跳
び
で
塀
に
上
り
、
塀
に
股
が

っ
て
包

公
を
引
き
上
げ
、
塀
の
向

こ
う
に
下
ろ
す
。
そ
の
後
、
包
興
を
助
け
出
し
、
た
ち
ま
ち
姿
を
隠
す
。
展
昭
は
こ
の
後
、
六
回
に
、
土
龍

崩

で
王
朝

.
馬
漢

・
張
龍

・
趙
虎
四
賊
に
捕
え
ら
れ
た
定
遠
県
令
包
公
の
前
に
現
れ
て
助
け
、
十

二
回
に
、
陳
州
で
安
楽
侯
寵
坤
の
邸

に
忍
び
込
む
。
彼
は
如
意
纏
を
塀
に
か
け
て
登
り
、
石
を
投
げ
て
塀
下
の
様
子
を
さ
ぐ

っ
て
下
り
る
。
彼
は
媚
薬
酒
を
す
り
か
え
た
り
、

香
灰
を
ふ
り
ま

い
た
り
し
て
妊
臣
ら
を
翻
弄
し
、
ま
た
鹿
坤
が
刺
客
項
福
を
用
い
て
包
公
の
暗
殺
を
企
て
て
い
る
こ
と
も
知
る
。
さ
ら

に
十
三
回
、
苗
家
集
に
て
、
項
福
が
失
敗
し
た
場
合
の
逃
亡
計
画
を
鹿
坤
ら
が
立
て
て
い
る
こ
と
も
聞
き
、
包
公
に
置
き
手
紙
を
残
し

て
知

ら
せ
、
項
福

・
鹿
坤
を
捕
え
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
二
十
回
に
は
、
三
宝
荘

で
、
通
真
観
の
道
士
が
鹿
太
師
の
委

嘱
を
受
け
て
、
祈

疇
で
包
公
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、
道
士
を
殺
す
。
そ
し
て
二
十
二
回
、
御
前

で
武
芸
を
披
露
し
て

「
御
猫
」
と
呼
ば
れ
、

御
前

四
品
帯
刀
護
衛
に
封
ぜ
ら
れ
る
。

二
十
八
回
、
休
暇
を
取

っ
た
彼
は
杭
州

へ
遊
び
、
そ
こ
で
茶
楼

の
主
人
を
救

っ
て
養
子
夫
妻
を

懲
ら

し
め
た
後
、
三
十

一
回
、
武
生
双
侠
丁
兆
意
に
従

っ
て
松
江
茉
花
村
に
遊
ん
で
丁
月
華
と
婚
約
す
る
。

同

じ
く
武
生
の
白
玉
堂
は
、
十
三
回
、
安
平
鎮

で
高
利
貸
の
苗
秀
が
細
民
に
課
し
た
不
当
な
負
債
を
肩
代
わ
り
し
、
苗
家
集

で
そ
の

金
を

取
り
戻
し
た
後
、
し
ば
ら
く
出
現
し
な
い
が
、
三
十
三
回
以
後
、
金
愁
叔
と
い
う
仮
名
を
使

っ
て
、
秀
才
顔
査

散
と
同
行
し
て
上

京
し
、
三
十
八
回
、
吝
薔
な
岳
父
柳
洪
と
そ
の
妻

の
甥
漏
衡
に
よ

つ
て
殺
人

の
冤
罪
を
被

っ
た
顔
査
散
を
助
け
る
た
め
、
開
封
府

に

「
顔
査
散
冤
」
と
書
い
た
紙
を
投
げ
込
ん
だ
り
、
三
十
九
回
、

「御
猫
」
展
昭
に
屋
上
で
闘

い
を
い
ど
ん
だ
り
、
四
十

一
回
、
陳
林
の

毒
殺

を
図
る
郭
塊

の
甥
郭
安
を
殺
し
て
冠
承
御
祠
に
詩
を
題
し
た
り
、

五
十

一
回
、
開
封
府
か
ら
照
妖
鏡

・
古
今
盆

・
遊
仙
枕
の
三
宝
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を
盗

ん
で
ラ
イ
バ
ル
の
展
昭
を
陥
空
島

へ
誘

い
だ
し
た
り
し
て
、
侠
客
と
し
て
の
手
腕
を
披
露
す
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
作
品
を
代
表
す
る
武
侠
は
、
武
官
登
用
試
験
の
候
補
生
で
あ

っ
て
、
緑
林
出
身
者

で
は
な
く
、

彼
ら
は
自
ら
の
侠

気
に
よ

っ
て
諸
国
を
遍
歴
し
て
諸
悪
を
撲
滅
す
る
の
で
あ

つ
て
、
決
し
て
包
公
の
配
下
に
属
す
る
野
望
が
あ

っ
て
の

こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
作
品
で
は
、
武
侠
は
清
官
を
超
越
し
、
事
件
が
発
生
す
る
前
に
知

っ
て
、
逆
に
清
官
に
犯
人
を
知
ら
せ
る
、
侠
客
ら
し
い
人
物
と

し
て
描
か
れ
、
朝
廷
が
い
か
に
し
て
、
武
芸
卓
絶
し
た
彼
ら
を
臣
下
に
で
き
る
か
苦
慮
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
包
公
は
ど
う
か
。

五
回
、
包
公
は
、
定
遠
県
令
と
し
て
木
匠
殺
僧
案

・
扇
墜
姦
殺
案

・
烏
盆
案
を
解
決
し
た
後
、
罷

免
さ
れ
る
が
、
仁
宗

の
夢
に
現
れ
て
招
請
さ
れ
、
玉
寅
宮

の
冠
承
御

の
霊
を
裁
い
て
開
封
府
サ
に
任
命
さ
れ
る
。
こ

こ
ま
で
は
彼
は
面

目
を
十
分
施
し
て
い
る
。
し
か
し
、
七
回
、
七
里
村
の
月
亀
殺
夫
案

で
は
、
包
公
は
死
者
の
妻

の
誰
弁
を
看
破
す
る
が
、
犯
罪
を
立
証

す
る
た
め
の
証
拠
を
収
集
す
る
の
は
包
公

で
は
な
く
、
新
し
く
幕
客
に
な

つ
た
公
孫
策
で
あ
る
。
公
孫
策
が
医
者
に
扮
し
て
偵
察
し
、

証
人
尤
狗
児
を
捜
し
出
す
の
に
対
し
て
、
包
公
は
連
行
さ
れ
て
き
た
尤
狗
児
に
冤
魂

の
話
を
し
て
お
ど
し
、
姦
通
殺

人
の
真
犯
人
を
問

い
質
す
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
八
回
、
安
楽
侯
寵
坤
の
配
下
の
鉄
仙
観
の
道
士
が
、
陳
州
に
お
け
る
鹿
坤

の
悪
行
を
開
封
府
に
訴
え
る

た
め

上
京
し
た
良
民
を
凡
鐘
下
に
閉
じ
込
め
て
い
た
こ
と
が
発
覚
す
る
が
、
こ
の
事
件
を
発
見
す
る
の
も
包
公
で
は

な
く
、
公
孫
策
と

彼
が
知
り
合

っ
た
土
龍
山岡
の
四
賊
で
あ
る
。
四
賊
は
こ
れ
以
後
、
開
封
府
の
胃
吏
と
な
り
、
事
件
の
捜
査
に
従
事
す

る
。
な
お
盗
賊
を

罷
め

て
吏
と
な
る
こ
と
は
、

『施
公
案
』
に
す
で
に
見
え
て
い
た
と
お
り
で
あ
る
。

か
く
て
包
公
は
、
専
ら
官
署
に
お
い
て
事
件

の
審
判
を
担
当
し
、
捜
査
は
優
秀
な
胃
吏
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、

『
龍

図
耳
録
』
で
は
、
包
公
は
捜
査
に
タ
ッ
チ
せ
ず
、
し
た
が

っ
て
施
公
の
よ
う
な
中
心
人
物

で
は
あ
り
得
な
い
の

で
あ
る
。

も
と
も
と
こ
の
作
品
で
は
、
登
場
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
面
目
を
与
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
従
者
包
興
が
世
間
知
ら
ず

で
融

通
の
き
か
な
い
秀
才
包
公
を
助
け
て
上
京
し
た
際
の
描
写
は
、
す

で
に
述

べ
た
如
く
で
あ
る
し
、
劉
妃

・
郭
塊
の
魔
手
か
ら
幼
い
仁
宗

を
護

つ
た
冠
承
御
、
身
を
も

っ
て
李
妃
を
冷
宮
か
ら
救
出
し
た
宙
官
余
忠
、
金
龍
寺
か
ら
身

一
つ
で
脱
出
し
た
包
公
主
従
に
豆
腐
を
恵

ん
だ
孟
老
、
宙
官
郭
塊
を
包
公
に
審
判
さ
せ
る
た
め
の
密
詔
を
郭
塊
自
身
に
開
封
府

へ
届
け
さ
せ
た
仁
宗
、
秀
才
顔
査
散
に
随
行
し
て
、

た
か

り
客
臭
い
金
想
叔
と
応
酬
す
る
従
者
雨
墨
等
の
描
写
は
、
特
に
出
色
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
こ
の
作
品
は
、
他
作
品
の
追
従

し
得

な
い
特
色
を
持

つ
た
文
学
作
品
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。

清
代
小
説
に
お
け
る
公
案
と
武
侠

(阿
部
)
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し
か
し
な
が
ら
作
品
全
体
を
通
し
て
見
た
場
合
、
描
写
の
重
点
は
明
ら
か
に
侠
客
に
偏

つ
て
お
り
、
公
案
と
い
う
よ
り
、
侠
義
小
説

と
い
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
*

光

緒
十
九
年
刊

『
彰
公
案
』
百
二
十
回
は
、
清
康
煕
年
間
の
彰
朋
を

モ
デ
ル
と
し
、

『
施
公
案
』

の
よ
う
に
、
清

官
が
悪
覇
を
偵
察

す
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
公
案

で
あ
る
。
だ
が
こ
の
作
品
で
は
、
英
雄
た
ち
は
、

『
施
公
案
』

の
黄
天
覇
の
よ
う
に
、
清
官
に
頭
を
押
さ

え
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、

「
三
侠

五
義
」
の
よ
う
に
奔
放
に
行
動
す
る
。

ス
ト
ー
リ
ー
は
、
彰
公
の
三
河
県
令
赴
任
か
ら
始
ま
り
、
廟
会

で
婦
人
を
か
ら
か
う
悪
棍
を
た
し
な
め
て
、
彰
公

の
身
に
危
険
が
及

ん
だ
と
き
、
緑
林
の
好
漢

の
李
七
侯
に
助
け
ら
れ
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る

(二
回
)。
だ
が
李
七
侯
が
そ
の
ま
ま
彰
公

に
仕
え
る
わ
け
で

は
な

い
。
彰
公
が
占
師
に
扮
し
て
悪
覇
李

八
侯
を
偵
察
し
て
逆
に
捕
え
ら
れ
た
と
き
、
救
出
し
た
の
は
官
軍
で
あ
り

(五
回
)
、
李
七

侯

で
は
な
い
。
彰
公
は
李

八
侯
の
裁
判
の
際
、
李
七
侯
に
出
頭
を
命
じ
、
捕
吏
に
な
る
よ
う
勧
め
る
が
、
李
七
侯
は
緑
林
の
朋
輩
の
怒

り
を
買
う

こ
と
を
恐
れ

て
辞
退
し
、
後
に
な

っ
て
彰
公
の
従
者
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
る
限
り
で
は
、

『
施
案
奇
聞
』
と
同

じ
く
、
清
官
が
主
人
公

で
あ
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
は
、
好
漢
た
ち
は
必
ず
し
も
官
に
属
さ
ず
、
大
胆
な
行
動
を
展

開
す

る
。

す
な
わ
ち
、
二
十
～

二
十
四
回
、
光
棍
左
奎
を
逮
捕
し
た
た
め
に
悪
官
僚
か
ら
弾
劾
さ
れ
た
彰
公
を
復
職
さ
せ
る
た
め
、
李
七
侯
ら

緑
林

の
人
物
が
斡
旋
料

一
万
両
を
作

っ
て
中
央
官
僚
に
贈
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
以
後
、

『龍
図
耳
録
』
の
よ
う
に
、
武
侠

の
絶
妙
な

手
腕

の
描
写
が
主
た
る
テ
ー

マ
と
な
る
。
三
十
七
回
、
驚
天
動
地
の
事
を
成
し
と
げ
た
い
と
考
え
る
黄
三
太
は
、
虎
を
射
殺
し
て
康
煕

帝
に
謁
見
し
、
義
賊
だ
と
表
明
し
て
、
黄
馬
掛
を
賜
る
。
三
十
九
回
、

こ
れ
を
聞

い
た
楊
香
武
は
、
負
け
て
な
ら
じ
と
、
禁
中
に
忍
び

込
み
、
康
煕
帝
と
宙
官
た
ち
の
虚
を
つ
い
て
そ
の
目
前
か
ら
九
龍
玉
杯
を
堂
々
と
盗
み
出
す
。
四
十

一
回
、
紹
興
府
サ
彰
朋
は
李
七
侯

に
諮

っ
て
黄
三
太
を
北
京
に
護
送
し
、
康
煕
帝
は
黄
三
太
に
九
龍
玉
杯
を
捜
さ
せ
る
。

こ
の
時
、
九
龍
玉
杯
は
揚
州
避
侠
荘
の
悪
覇
周

応
龍

の
手
に
渡

っ
て
お
り
、
四
十
四
回
、
楊
香
武
は
周
妻

の
死
体
を
投
げ
て
注
意
を
逸
し
、
う
ま
う
ま
と
玉
杯
を
奪
還
す
る
。
そ
し
て

武
侠
と
周
応
龍
と
の
戦

い
が
、
次
に
展
開
す
る
。

五
十

二
回
、
沐
梁
城
外
の
元
通
観

で
は
、
周
の
仲
間
の
悪
道
士
馬
道
玄
が
、
河
南
巡

撫
と

し
て
赴
任
す
る
彰
公
を
襲
う
が
、
出
迎
え
の
守
備
彰
雲
龍
に
よ

っ
て
救
わ
れ
、

五
十
六
回
、

五
里
屯

の
悪
監
生
張
耀
麟
を
偵
察
し
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た
彰
公
は
、
変
装
を
看
破
さ
れ
て
捕
え
ら
れ
る
。
張
は
周
応
龍
や
開
封
府
サ
武
奎
と
仲
間

で
あ

つ
た
。

こ
こ
に
武
侠

張
耀
宗
と
欧
陽
徳

が
出

現

し
、
盗

賊
た
ち
と
戦

う
。

だ
が
そ

の
間
に
彰
公
は
連

窪
荘

の
悪
覇
達

に
囚
わ
れ
、
康
煕
帝
下
賜

の
金
牌
を
奪
わ
れ

る

(六
十

一
回
)。
そ
し
て
こ
れ
以
後
、
金
牌
を
奪
還
す
る
た
め
に
、
欧
陽
徳
ら
が
周
応
龍
を
偵
察
し
、
七
十
三
回
、
結
局
周
は
英
雄
た
ち

と
官

兵
に
よ

っ
て
捕
え
ら
れ
、
寒
泉
穴

の
水
底
に
隠
さ
れ
た
金
牌
も
つ
い
に
尋
し
出
さ
れ
る
。

か
く
て
張
耀
宗
ら
に
は
武
官
職
が
約
束

さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は

『
施
公
案
』

の
よ
う
に
清
官
が
犯
罪
者
を
偵
察
す
る
タ
イ
プ
の
公
案

で
あ
り
、
登
場
す
る
武
侠
も
多

く
緑

林
出
身
者

で
あ
る
が
、
李
七
侯
の
よ
う
に
彰
公
の
従
者
と
し
て
甘
ん
じ
る
者
ば
か
り
で
な
く
、
黄
三
太
や
楊
香
武

の
よ
う
に
、
武

芸
や
忍
び
の
手
腕
を
披
露
す
る
武
侠
が
出
現
し
、
ま
た
武
侠
と
盗
賊
と
の
闘
争
の
場
面
が
多
く
、
描
写
の
重
点
は
、
彰
公
か
ら
武
侠

へ

移

つ
て
い
る
。

*

だ

が
、
光
緒
年
間
に
特
に
武
侠
が
清
官
を
凌
ぐ
作
品
ば
か
り
が
書
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
唐

の
秋
仁
木
…の
断
案
を
描

い
た

『
武
則

天
四
大
奇
案
』
六
十
四
回
の
中

で
は
、
武
侠
は
従
者
と
し
て
の
み
そ
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
り
、
主
人
公
は
常
に
狭
公

で
あ
る
。

昌

平
県
令
秋
仁
傑
に
は
四
名
の
従
者
が
あ
り
、
喬
泰

・
馬
栄
は
緑
林

の
豪
客
で
、
秋
公
に
説
得
さ
れ
て
改
心
し
た
者
、
洪
亮
は
武
芸

は
な

い
が
胆
力

.
智
力
に
勝
れ
た
者
、
陶
干
も
江
湖
の
朋
友

で
改
心
し
て
差
役
と
な
り
、
後
に
秋
公
の
配
下
に
投
じ
た
者

で
あ
る
。
作

品
は
清
官
主
導
型
の
公
案
で
あ
り
、
彼
ら
は
狭
公
の
指
示
に
従

っ
て
犯
人
を
偵
察
し
、
決
し
て
奔
放
な
行
動
を
し
な

い
し
、
活
躍
の
場

面
も
多
く
は
な
い
。

た
だ
事
件
の
中
に
は
、
緑
林
出
身
者

の
彼
ら
の
協
力
な
し
に
は
解
決
し
な
い
も
の
も
あ
り
、
最
初

の
高
家
窪
殺
人
事
件
で
は
、
十
四

回
、
容
疑
者
の
湖
州
客
人
趙
万
全
を
馬
栄
が
捕
え
か
ね
て
い
る
際
に
、
双
方
の
知
人
で
緑
林
中
の
朋
友
の
蒋
忠
が
出
現
し
て
仲
を
持
ち
、

十
八
回
、
趙
が
真
犯
人
郡
礼
懐
と
の
交
誼
を
棄
て
、
郡
を
欺

い
て
馬
栄
ら
と
と
も
に
捕
え
る
し
、
ま
た
皇
華
鎮
の
姦

通
殺
夫
案

で
は
、

二
十

四
回
、
馬
栄
が
盗
賊
に
扮
し
て
壁
隣
の
容
疑
者

の
徐
家
に
忍
び
込
み
、
徐
家
の
寝
室
の
床
下
に
空
洞
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て
、

事
件
を
解
決
に
導
く
○
さ
ら
に
、
妊
臣
武
承
嗣
と
許
敬
宗
が
、
太
行
山
の
盗
賊
李
飛
雄
を
用

い
て
、
盧
陵
王
の
反
乱

を
装

っ
た
際
に
は
、

五
十

八
回
、
馬
栄
が
も
と
李
飛
雄
と
仲
間
で
あ

っ
た
こ
と
を
利
用
し
て
潜
入
し
、
官
軍
に
内
応
し
て
李
を
捕
え
る
。

清
代
小
説
に
お
け
る
公
案
と
武
侠

(阿
部
)
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ま

た

『
林
文
忠
公
全
伝
』

(林
公
案
)
六
十
回
も
、
清
の
林
則
除
を
主
人
公
と
す
る
清
官
主
導
型
の
公
案

で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
成

立
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
作
中
に

「偵
探
」

「
歴
史
」
等
の
語
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、

「秋
公
案
」
よ
り
後
出
の
近
代
の
作
と

わ
か

る
.

林
則
除

の
挙
人
時
代
か
ら
湖
広
総
督
ま

で
の
で
き
ご
と
を
述
べ
、
特
に
作
品
前
半
部
に
は
、
林
公
に
随
行
し
て
護

衛

・
偵
察
す
る
武

侠

の
活
躍
が
描
か
れ
る
。
だ
が
、

『
秋
公
案
』
と
は
違

っ
て
、
作
中

の
武
侠
に
緑
林
出
身
者
は
少
な
い
。

こ
れ
は
、

三
回
、
賑
災
金
を

納
め

て
知
府

の
職
を
得
た
海
賊
が
窃
盗
し
た
り
、
同
じ
く
海
賊
出
身
者

の
副
將
張
保
が
、
妊
臣
穆
彰
阿
に
よ

っ
て
度

門
総
兵
に
推
薦
さ

れ
る
が
、
御
史
林
公
の
上
奏
に
よ

っ
て
仲
間

の
剃
捕
を
命
じ
ら
れ
た
た
め
、
林
公
の
暗
殺
を
企
て
た
り
す
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
こ
と

か
ら
し
て
、
緑
林
出
身
者
が
信
頼

で
き
な
い
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。

作

中
、
武
侠
と
し
て
登
場
す
る
人
物
は
、
少
林
拳

の
能
者
周
保
緒
と
そ
の
妻
紅
蛾
、
武
挙
頼
恩
爵
と
そ
の
師
張
幼
徳

(少
林
愈
派
)、

周
培

.
斐
雄

.
趙
猛

.
楊
彪

・
独
目
僧
、
紅
餓

の
脾
燕
児
、
史
大
娘
と
そ
の
子
史
林
恩
、
湖
州
根
船
幣
頭
の
王
安
福
、
安
嚢
耶
道
署
員

陳
錦

堂
と
そ
の
妾
鳳
姑
で
あ
り
、
周
保
緒
と
紅
蛾
は
、
張
保
仔
の
指
令
に
従

っ
て
林
公
を
暗
殺
し
よ
う
と
す
る
馬
賊
商
峻

・
毛
四
や
部

将
李
彪
を
敗
り

(五
、
六
回
)
、
頼
恩
爵
と
張
幼
徳
、
周
培
ら
は
、
蘇
州
の
悪
覇
頼
英

・
葛
大
力
の
逮
捕
に
手
腕
を
奮

い

(九
～
+
三
回
)、

史
大
娘
は
、
盗
賊

に
林
公
か
ら
盗
ん
だ
金
を
返
還
さ
せ

(+
四
回
)
、
張
幼
徳
は
、
夫
子
謀
殺
事
件
の
真
犯
人
を

つ
き
と
め

(十
五
回
)
、

張
幼

徳
と
王
錫
朋
、
李
廷
玉
は
、
逃
亡
し
て
い
た
葛
大
力
の
部
下
裏
獅
を
捕
え

(十
六
回
)
、
燕
児
は
、
張
保
仔

の
放

つ
た
刺
客
を
撃

退
し

(十
八
回
)
、
史
林
恩
は
、
張
保
仔
に
さ
ら
わ
れ
た
林
公
を
救
出
し

(二
十
二
回
)
、
王
安
福
と
林
恩
は
、
殺
人
犯

の
水
手
閻
大
漢
、

王
富
貴
、
侃
啓
祥
、
馬
九
を
次
次
に
偵
察

・
逮
捕
し

(二
+
六
～
三
十
一
回
)
、
陳
錦
堂
と
鳳
姑
は
、
鴉
片
の
密
売
人
朱
運
升
を
追
跡
す

る

(
四
十
一
～
四
+
三
回
)。

な
お
、
こ
れ
ら
武
侠
以
外
に
、
名
捕
吏
の
活
躍
も
描
か
れ
、
閲
清
県
の
童
順
は
、
窃
盗
犯
の
潭
州
府
サ
を
負
傷
さ

せ
て
動
か
ぬ
証
拠

と
し

(三
回
)
、
清
河
県
の
施
順
は
、
周
保
緒
の
命
令
に
従

っ
て
、
塩
密
売
人
ら
を
誕
生
会
に
誘
い
出
し

(八
回
)
、

帰
徳
府
の
彰
升
は
、

別
件

逮
捕
の
小
盗
か
ら
堤
防
藁

の
放
火
犯

で
あ
る
と

い
う
自
供
を
取
り

(二
十
回
)、
克
州
府
の
金
順
全
は
、
盗
賊
の
首
領
た
ち
に
尋
ね

ま
わ

っ
て
、
林
公
が
張
保
仔
に
さ
ら
わ
れ
た
こ
と
を
つ
き
と
め
る

(二
十
二
回
)。
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彼

ら
武
侠
や
捕
吏
た
ち
は
、
盗
賊

の
事
情
に
通
じ
て
お
り
、
盗
賊
の
逮
捕
に
力
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
林
公
は
彼
ら
の
頂

点
に

い
て
指
令
を
下
す
の
で
あ
り
、
決
し
て

『龍
図
耳
録
』
や

『
彰
公
案
』

の
よ
う
に
、
清
官
不
在
の
中
に
武
侠
が
事
件
を
解
決
し
た

り
、

逆
に
事
件
を
引
き
起

こ
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
な
お
後
半
部

で
は
、
鴉
片
禁
止
を
め
ぐ

つ
て
、
英
国
領
事
義
律
と
果
敢
に
応

酬
す

る
林
公
が
主
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
主
人
公
と
し
て
の
地
位
を
強
固
に
し
て
い
る
。

本

小
説
に
は
、
亡
霊
は
登
場
せ
ず
、
ま
た
鴉
片
戦
争
と
い
う
社
会
記
事
に
取
材
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
近
代
小
説
ら
し
さ
が
う
か
が

え
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、

『
彰
公
案
』
を
模
倣
す
る

(八
～
十
回
)
な
ど
、
保
守
性
も
留
め
て
い
る
。

四

以

上
の
よ
う
に
、
清
代
小
説
に
お

い
て
、
侠
客

の
描
か
れ
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
決
し
て
盗
賊
出
身
で
清
官

の
従
者
と
な
る
こ
と

を
光
栄
と
す
る
者
ば
か
り
で
は
な
い
。
ま
た
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
清
代
小
説
に
は
何
の
魅
力
も
な
い
、
と
い
う

こ
と

に
な
ろ
う
。
公
案

は
、
清
官
を
主
人
公
と
す
べ
き
種
類
の
小
説
で
あ
る
か
ら
、
話
は
別
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
武
侠
に
何
の
役
割
も
与

え
な
い
こ
と
も
あ

る
し
、
清
官
の
従
者
と
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
う
い
う
公
案

に
お

い
て
す
ら
侠
客
が
清
官
を
凌
ぐ
地
位
を
占

め
る
こ
と
が
あ
る

と
い
う

の
は
、
英
雄
談
が
い
か
に
好
ま
れ
た
か
を
物
語

つ
て
い
よ
う
。
講
史
に
お
い
て
も
然
り
で
あ
る
。
従
来
、
講
史
と
侠
義
は
別
に

論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
清
代
小
説
に
お
い
て
は
、
講
史
に
侠
客
が
登
場
し
侠
義
小
説
と
し
て
の
性
格
を
強
め
る
。
そ

こ
に
登
場
す
る
侠

客
は
、
武
臣
の
子
で
あ

っ
た
り
、
盗
賊

で
あ

っ
た
り
す
る
が
、

い
ず
れ
も
奔
放
に
行
動
す
る
。
彼
ら
は
単
に
過
去

の
時
代
の
人
物
で
あ

る
の
で
は
な
く
、
清
代
の
侠
客

の
性
格
を
間
接
的
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
清
代
の
侠
義
物

『
万
年
青
』
に
至

っ
て
は

言
う
ま

で
も
な
い
。
彼
ら
英
雄
た
ち
は
、

『
水
濡
伝
』

の
英
雄
た
ち
と
同
じ
く
、
無
法
に
は
無
法
を
も

っ
て
対
決
し

て
お
り
、
そ
こ
に

英
雄
と
し
て
の
面
目
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
公
案
に
侠
義
が
結
び
つ
い
た
と
い
う
形
象
面
だ
け
を
見
て
、
清
代
小
説
の
義
侠
を

「封

建
統
治
階
級
の
た
め
に
力
を
出
す
奴
才
」
と
厳
し
く
批
判
す
る
説
が
あ
る
が
、
も
し
批
判
を
す
る
な
ら
ば
、
招
安
を
受
け
入
れ
朝
廷
の

た
め

に
盗
冠
征
伐
に
赴
い
た
梁
山
泊
の
好
漢
た
ち
と
、
清
代
小
説

の
義
侠
と
、
ど
こ
が
異
な
る
か
を
明
白
に
し
た
上

で
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。
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(
1
)
魯
迅

『
中

国
小
説
史
略
』

(
一
九
二
三
)
第

二
十
七
篇

「
清
之
侠
義
小
説
及
公
案
」
。

な
お

『
中
国
小
説
的
歴
史
的
変
遷
』

(
一
九

二
五
)
第

六
講

で
は
、

『
水
群
』

の
豪
傑
が
政
府

に
反
抗
す
る
の
に
対
し
、
侠
義
小
説
の
英
雄
は
政
府
を
援
助
す
る
、
と
も
言
う
。

(
2
)
柳
存
仁

『
倫
敦
所
見
中
国
小
説
書

目
提
要
』

(香
港
龍
門
書
店
、

一
九
六
七
)
参
照
。

(
3
)
『乾
隆
巡
幸
江
南
記
』

(
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九

八
九
)、
顧
鳴
塘

「
前
言
」

よ
り
。

(
4
)
清
富
察
貴
慶

(乾
隆

四
十
年
頃
生
、
道
光
十

七
年
以
后
卒

)

『
知
了
義
斎
詩
紗
』

「
石
玉
毘
」
小
序
、

「
石
生
玉
箆
、

工
柳
敬
亭
之
技
、
有
盛
名
者

近

二
十
年
」
か
ら
、
石
玉
箆

は
道
光
年
間

に
活
躍
し
た
人
と
言
わ
れ

る
。
胡
士
螢

『
話
本
小
説
概
論
』

(中
華
書
局
、

一
九
八
○

)
参
照
。

(
5
)傅
惜
華

『
北
京
伝
統
曲
芸
総
録
』
巻
六

「
石
派
書
総
目
」

に
は
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
旧
蔵
抄
本
を
挙
げ
、
す
べ
て
殿
滅
し
た
と
言
う
。

今
、

「
救
主
盤
盒
打
御
」

「
小
包
村
」

「
鋤
鹿
坤
」

「
天
斉
廟
断
后
」

「
南
清
宮
慶
寿
」

「
三
審
郭
椀
」
が
日
本
に
存
す
る
。

(
6
)
『
龍
図
耳
録
』

(
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九

八
○
)
は
、
謝
藍
斎
抄
本
を
排
印
し
た
も
の
。

(
7
)ま
た
、

『
包
公
鋤
姪
』

『
釧
包
尾
』

は
清
代
説
書
に
見
え
、

『
釧
包
勉
』

は
道
光
四
年

二

八
二
四
)

「
慶
升
平
班
戯
目
」

に
見
え
る
。

な
お
、
こ

の
故
事

の
起
源
は
古
く
、
宋

『
五
朝
名

臣
言
行
録
』
巻

八
引

『
記
聞
』

に

「
有
従
舅
犯
法
、
希
仁
燵
之
」

と
あ

る
こ
と
か
ら
発
し

て
、
明
万
暦
刊

『
百
家
公
案
』

八
十

二
回
に
は
、
財
を
貧

っ
た
実
子
包
秀
を
包
極
が
弾
劾
す
る
と
あ
り
、
現
代
の
豫
劇

『
釧
包
勉
』
も
、
包
極
が
包
勉
を
貧
官
と
し

て
誤

っ
て
処
刑
す
る
こ
と
を
演
じ
て
い
る
。

(
8
)李
家
瑞

「
従
石
玉
崑
的
龍
図
公
案
説

到
三
侠

五
義
」

(『
文
学
季
刊
』

二
期
、

一
九
三
四
原
載
、
王
秋
桂
編

「
李
家
瑞

先
生
通
俗
文
学
論
文
集
」

一

九
八

二
所
収
)
に
指
摘
す
る
。

(
9
)
本
稿
、
九
三
頁
。

(
10
)
緑
林

の
人
物
が
全

く
排
除
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
秋
公
は
、
八
回
、
水
賊
方
老
寄
子
を
把
総

に
推
薦

し
、

二
十
三
回
、
響
馬
張
進

に
武
職

を
約
束

し
て
い
る
。
た
だ
彼
ら
は
そ
の
後
、
再
登
場
し

て
活
躍
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

(
11
)
北
京
大
学
中
文
系

一
九
五
五
級
編

『
中
国
小
説
史
稿
』

(
北
京
人
民
文
学
出
版
社
、

一
九
六
○
)、

四
七
九
頁
。
劉
世
徳

・
郡
紹
基

「
清
代
公
案
小

説
的
思
想
傾
向
」

(
『
文
学

評
論
』

一
九
六
四

・
二
収
」
)
も
、
同
趣
旨

の
こ
と
を
述
べ
る
。
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